
 

 
 

            令和２年８月１７日 原町区地域協議会資料 
 

南相馬市みらい育成修学資金条例の一部改正（素案） 
に係るパブリックコメント手続の実施について 

 
南相馬市みらい育成修学資金条例のうち、市内医療機関における看護師確保

を目的として実施している「看護師等修学資金貸付制度」については、貸付を

受けた方が、貸付期間と同期間市内医療機関で勤務した場合に貸付金の返還債

務を免除しています。 

このことについて、市内福祉事業所における看護師不足に対応するため、返 

還免除とする勤務先に介護事業所及び障がい福祉事業所を加えるため、必要な

条例改正を行うものです。 

 
１ みらい育成修学資金条例の概要及び一部改正の背景            

 
（１）南相馬市では、本市のみらいを担う者に対し、教育の機会均等と学ぶ意

欲向上を目的とする「育英資金貸付」及び「修学資金給付」、市内の医療機

関における看護師等確保のための「看護師等修学資金貸付」並びに市内の

私立保育園等の保育士等確保のための「保育士等修学資金貸付」の４種類

の制度を実施しています。 
 
（２）このうち、看護師等修学資金貸付については、看護師免許等を取得し、

貸付期間と同期間、市内医療機関において看護師等※１として勤務した場合

に、貸付金の返還を免除としています。 

➡みらい育成修学資金制度の一覧は資料１－２のとおり 

 
（３）看護師等については、医療機関のほか、配置が必須となっている介護事

業所、障がい福祉事業所においても人材確保が慢性的な課題となっていま

す。  
  
（４）各事業所においても、職員採用募集にかかる新聞折込広告、合同就職面

接会への参加等を通して人材確保のための活動を行っています。 
市としても課題解決のため、また、高齢者、障がい児・者福祉の向上の

ため、看護師等修学資金貸付制度における貸付金の返還免除対象（勤務）

施設に、介護事業所及び障がい福祉事業所を追加するものです。 
 
   ※１ 看護師等➡看護師、准看護師、保健師、助産師、市長が定める医療関係者 
 

２ 介護事業所における看護職員不足について               

  
◆ 令和元年１１月に開催した介護事業所（入所系施設）と市の懇談会にお

いて、施設の運営基準上、配置が必須となっている看護職員が不足してお

り、市が実施する看護師等修学資金貸付の返還免除対象（勤務）施設とし

て介護事業所を追加してほしいとの要望が寄せられました。 
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◆ 令和２年４月に市内介護事業所における職員不足状況調査を行ったとこ

ろ、看護職員については特別養護老人ホーム３人、老人保健施設７人、介

護医療院（市内：１施設）３人、介護療養型医療施設（市内：１施設）で

は１０人、その他通所系の介護事業所を合わせ合計３０人不足しています。 
   

 
 
 
３ 障がい福祉事業所における看護職員不足について                 

  
◆ 障がい福祉事業所においては、施設入所支援や生活介護事業所、本市で

未整備となっている、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所

及び放課後等デイサービス事業所において、運営基準上、看護職員の配置

が必要となっています。 
 
◆ 一方で在宅での医療的ケアが必要な方は全国的に増加傾向にあり、市内

でも医療的ケアが必要な児童等が増えてきています。 
  

 

〇市内介護事業所における看護職員（※2）需要調査結果

事業所の種類
（事業所数）

職員数
うち看護
職員数

看護職員
不足数

介護老人福祉施設（5） 284 35 3

介護老人保健施設（3） 168 32 7

介護医療院（1） 29 13 3

介護療養型医療施設（1） 133 101 10

短期入所生活介護（ショートステイ）（6） 20 7 1

短期入所療養介護（医療型ショートステイ）（4） 41 11 5

通所介護（デイサービス）（24） 333 53 1

小規模多機能型（1） 17 2 0

認知症対応型通所介護（1） 10 3 0

通所リハビリ（3） 20 1 0

認知症対応型共同生活介護（6） 88 1 0

訪問看護（3） 17 16 0

訪問リハビリ（1） 7 0 0

訪問入浴（3） 15 3 0

訪問介護（10） 68 1 0

合計（92） 1,250 279 30

※2　看護職員➡看護師、准看護師、保健師、助産師

R2.4.1現在
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４ 条例の改正内容について                        
  
 ① 上記２及び３に記載したとおり、介護事業所及び障がい福祉事業所におけ

る看護職員不足解消のため、護師等修学資金貸付制度における貸付金の返還

免除対象（勤務）施設に介護事業所及び障がい福祉事業所を追加する改正を

行うものです。 
② また、このことにより、看護師等修学資金貸付の被貸与者が、返還免除と

なる期間満了前に市内医療機関を退職した場合、転職先として市内介護事業

所又は障がい福祉事業所を選択する可能性もあり、本制度を活用して育成し

た看護職員が市内に留まる等の効果も見込むものです。 

【条例の改正内容】改正案及び現行条例➡資料１－３ 資料１－４ 

  ◆改正前  

貸付金の返還免除対象施設 
①市内の病院又は診療所 
※貸付期間と同期間看護師等として勤務 

 
◆改正後  

①市内の病院又は診療所 
②市内の介護事業所 
   介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、 

   介護療養型医療施設、短期入所施設、短期入所療養介護施設 

小規模多機能型居宅介護施設、認知症対応型通所介護施設 

特定施設入居者生活介護施設、通所介護事業所、訪問看護事業所 

訪問入浴介護事業所 

③市内の障がい福祉事業所 
   障害福祉サービス事業所 

    障害児通所支援事業施設 

 

○市内障がい福祉事業所における看護職員需要調査結果

職員数
うち看護
職員数

看護職員
配置要望

生活介護・生活訓練（2） 16 2 2

共同生活援助（3） 33 1 0

施設入所支援（1） 20 1 0

児童発達支援・放課後等デイサービス（7） 35 0 1 ※3

104 4 3

※3　事業所において医療的ケアを必要とする方を受け入れることとなった場合に採用予定とのこと。

R2.4.1現在

サービス名
（事業所数）

障害福祉サービス事業所

障害児通所支援事業施設

合計（13）

拡充 

うち、指定基準上看護職員の配置が 

必要な事業所のみ（上記３の表に記載

の事業所） 
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５ 条例改正の施行年月日                        
 条例改正について１２月議会にて議決を頂いた後、公布の日から施行としま

す。 
 （上記４－②に記載したケースも見込み、令和３年４月を待たず早期の施行

とするものです。） 
 
６ 条例改正に向けた今後の主なスケジュール（予定）           

  
日 付 内 容 

８月１７日 原町区地域協議会（報告） 
８月２０日 鹿島区地域協議会（報告） 

８月２１日 
小高区地域協議会（報告） 
教育委員会協議会（報告） 

９月 ４日～９月２３日 パブリックコメント 
１０月 ６日 教育委員会臨時会 
１２月 市議会定例会への上程 
議決後 施行 

 
 
７ 参考資料                              

 

○市内医療機関における看護職員等状況調査結果

職　種　※４ 職員数 不足数 職員数 不足数 職員数 不足数

看護師 311 20 40 5.5 1※５ 0

准看護師 74 18 60.5※６ 3 0 0

保健師 1 0 0 0 0 0

薬剤師 14 4 0 0 0 0

放射線技師 24 1 4 0 0 0

臨床検査技師 24 1 4 1 0 0

理学療法士 25 1 3 1 0 0

管理栄養士 11 1 1 0 0 0

歯科衛生士 2 0 0 0 26 22

歯科技工士 0 0 0 0 5 2

計 486 46 112.5 10.5 32 24

※４　看護師等修学資金貸付制度における貸付対象職種を掲載。

（看護師・准看護師・保健師以外については、令和２年度において貸付対象と

なっている医療職種）

※５　本貸付を受け、看護師・准看護師・保健師資格を取得した方にかかる就職先に

ついては歯科医業を除く場所が対象となっている。（記載の数字は現状値）

※６　常勤換算の関係上、小数点以下が発生。

病院（事業所数５） 診療所（事業所数３２） 歯科医院（事業所数２４）

R元．８．１現在
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目的

貸付 貸付 貸付 給付

育英資金貸付制度 保育士等修学資金貸付制度 看護師等修学資金貸付制度 修学資金給付制度

趣旨

南相馬市出身の学生又は生徒であって、修学意欲がある
にもかかわらず、経済的理由により修学困難と認められる
者に対して育英資金を貸付けることにより、修学の機会を
確保し、もって教育の機会均等に寄与する。

保育士等養成学校に在学する者で、将来市内の私立保育
園等において保育士等の業務に従事しようとする者に対
し、修学に必要な資金を貸付けることにより、市内私立保育
士等の充足及び定着化を図る。

看護師、准看護師、保健師及び助産師を養成する学校又
は養成所に在学している者で、将来市内において看護師等
の業務に従事しようとするものに対し、修学に必要な資金を
貸付けることにより、修学を容易にし、もって市内医療機関
における看護師等の充足に資するとともに、地域医療の向
上に寄与する。

南相馬市出身の学生であって、修学意欲があるにもかかわ
らず、経済的理由により修学困難と認められる者に対して
修学資金を給付することにより、修学の機会を確保し、もっ
て教育の機会均等に寄与する。

対象の学校等 大学、短大、高専、専修学校、高校 保育士及び幼稚園教諭の養成施設 保健師、助産師、看護師又は准看護師の養成施設 大学

金額

大学（医師・獣医師）　月額60,000円
大学・短大　　　　　　　 月額48,000円
高専・専修　　　　　　　 月額35,000円
高等学校　　　　　　　　月額18,000円

①授業料相当の資金　月額50,000円以内
②入学資金　 　　　　　　　　　　40万円以内
③就職準備の資金　　　　　　　40万円以内

①授業料相当の資金
【保健師、助産師又は看護師等の養成施設】
　授業料相当の資金：月額45,000円以内
【准看護師の養成施設】
　授業料相当の資金：月額34,000円以内
②生活費相当の資金
　　月額55,000円以内
③入学資金　40万円以内

月額40,000円

対象者

①大学に入学するまで又は入学の目的をもって住所を移転
するまで市内に引き続き１年以上住所を有していた者
②経済的理由により修学が困難と認められる者
③品行方正で、学習意欲が高く、学業成績が優秀である者
④国、県又は他の団体から同種類の育英資金の貸付又は
給付を受けていない者
⑤看護師等修学資金又は保育士等修学資金の貸付けを受
けていない者

①養成施設等に在学している者で、将来市内の私立保育
園等において保育士等の業務に従事する意思のある者
②福島県保育士修学資金の貸付けを受けていない者

①看護師等の養成施設に在学している者で、将来市内の
病院又は診療所において看護師等の業務に従事する意思
がある者
②福島県保健師等修学資金の貸付けを受けていない者
※学生を対象としているため、勤めながらの申請は不可。

①大学に入学するまで又は入学の目的をもって住所を移転
するまで市内に引き続き１年以上住所を有していた者
②経済的理由により修学が困難と認められる者
③品行方正で、学習意欲が高く、学業成績が優秀である者
④世帯に市税等の滞納がない者
⑤国、県又は他の団体から同種類の修学資金の貸付け又
は給付を受けていない者
⑥看護師等修学資金又は保育士等修学資金の貸付けを受
けていない者

給付及び貸付期間 正規の修学期間 正規の修学期間 正規の修学期間 正規の修学期間

返還債務の免除

※現行の貸付制度に加え、若者の定住促進及び経済的負
担の軽減を図ることを目的とし、返還免除制度を追加。

次の全ての要件に該当した場合は、返還債務の一部を免
除。（平成31年4月１日以後に返還を開始する者を含む）
①大学等を卒業後、育英資金の貸付けを受けた期間と同
期間、継続して市内に住所を有していること。
②市内に住所を有している間、就業していること。
③育英資金の返還を滞納していないこと。
④市税を滞納していないこと。
⑤修学資金の給付を受けていないこと。

※通常枠・・・返還未済額の1/2の額を免除
※看護師、保育士、介護福祉士枠・・・返還未済額の全額を
免除

保育士等養成施設等を卒業した後、直ちに市内の私立保
育園等において、貸付けを受けた期間に相当する期間、保
育士等の業務に従事したときは、返還債務を全部免除。た
だし、授業料相当の資金以外の修学資金の貸付けに係る
保育士等の業務従事期間は2年とする。

看護師等養成施設を卒業した後、直ちに看護
師等の免許を取得し、その後直ちに指定医療
機関において、貸付けを受けた期間に相当す
る期間、看護師等の業務に従事したときは、返
還債務を全部免除。

施行日

※育英資金貸付制度と保育士等修学資金貸付制度、看護師等修学資金貸与制度の併用は不可。

※育英資金貸付制度と修学資金給付制度の併用は可。併用の場合、育英資金の返還免除を受けることは不可。

この条例は、本市のみらいを担う者に対し、その者の修学に必要な資金を予算の範囲内で貸し付け、又は給付することにより、その者の育成を図ることを目的とする。

制度

平成３１年４月１日（保育士等修学資金の就職準備資金の貸付けに関する規定は、公布の日）

南相馬市みらい育成修学資金条例の制度一覧（現行：令和２年４月１日現在）
資料１－２

市内医療機関における勤務が

返還債務免除の条件
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南相馬市条例第 号 

  
南相馬市みらい育成修学資金条例の一部を改正する条例（素案） 

 
南相馬市みらい育成修学資金条例（平成３０年南相馬市条例第３６号）の一部を次のよう

に改正する。 

⑴ 次の表中、改正前の欄の下線又は太枠で表示された部分（以下「改正部分」という。）

を、改正後の欄の改正部分に改める。 

⑵ 次の表中、改正後の欄にのみ改正部分があるときは、当該改正後の欄の改正部分を加

える。 

改 正 後 改 正 前 

 （定義）  （定義） 

第2条 この条例において、次に掲げる用語の

意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1)～(12) 【略】 

（13）福祉事業所 次のいずれかに該当する

施設をいう。 

第2条 この条例において、次に掲げる用語の

意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1)～(12) 【略】 

 ア 介護保険法（平成9年法律第123号）第 

8条第27項に規定する介護老人福祉施設 

（以下「介護老人福祉施設」という。） 

  イ 介護保険法第8条第28項に規定する介 

護老人保健施設（以下「介護老人保健施 

設」という。） 

  ウ 介護保険法第8条第29項に規定する介

護医療院（以下「介護医療院」という。） 

  エ 健康保険法等の一部を改正する法律 

（平成18年法律第83号）附則第130条の2 

第1項の規定によりなおその効力を有

するものとされた同法26条の規定によ

る改正前の介護保険法第8条第26項に

規定する介護療養型医療施設（以下「介

護療養型医療施設」という。） 

  オ 介護保険法第8条第9項又は同法第8条 

の2第7項の規定する老人短期入所施設 

（以下「短期入所生活介護等」という。） 

  カ 介護保険法第8条第10項又は同法第8 

条の2第8項の規定する介護老人保健施 

設等その他厚生労働省で定める施設（以 
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下「短期入所療養介護等」という。） 

  キ 介護保険法第8条第19項または同法第 

8条の2第14項の規定する施設（以下「小 

規模多機能型居宅介護等」という。） 

  ク 介護保険法第8条第18項又は同法第8 

条の2第13項の規定する施設（以下「認 

知症対応型通所介護等」という。） 

  ケ 介護保険法第8条第11項又は同法第8 

条の2第9項の規定する施設（以下「特定 

施設入居者生活介護等」という。） 

コ 通所介護事業所 介護保険法第8条第 

1項に規定する居宅サービス事業のう 

ち、同条第7項又は同法第115条の45第1 

項ロの規定する通所介護の事業を行う 

事業所 

  サ 訪問看護事業所 介護保険法第8条第 

1項に規定する居宅サービス事業のう 

ち、同条第4項又は同法第8条の2第3項に 

規定する訪問看護の事業を行う事業所 

  シ 訪問入浴介護事業所 介護保険法第8 

条第1項に規定する居宅サービス事業の 

うち、同条第3項又は同法第8条の2第2 

項に規定する訪問入浴介護の事業を行 

う事業所 

  ス 障害者の日常生活及び社会生活を総 

合的に支援するための法律（平成17年法 

律第123号）第28条に規定する障害福祉 

サービス事業を実施する施設（看護師等 

の配置を要しない施設を除く。） 

セ 児童福祉法第6条の2第2項に規定する

障害児通所支援事業を実施する施設（看

護師等の配置を要しない施設を除く。） 

（看護師等修学資金の対象者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（看護師等修学資金の対象者） 

第5条 第3条第1項第2号に規定する看護師等

修学資金の貸付を受けることができる者

は、看護師等養成施設に在学又は在所して

いる者であって、将来市内の病院、診療所

又は福祉事業所（保健師、助産師、看護師

第5条 第3条第1項第2号に規定する看護師等

修学資金の貸付を受けることができる者

は、看護師等養成施設に在学又は在所して

いる者であって、将来市内の病院又は診療

所（保健師、助産師、看護師及び准看護師
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及び准看護師にあっては歯科医業を除く場

所）（以下「指定医療機関等」という。）

において看護師等の業務に従事しようとす

るものとする。 

（返還）          

第11条 【略】 

2 看護師等修学資金の貸付を受けている者

（以下「看護師等修学資金修学生」という。）

 又は貸付を受けた者（以下「看護師等修学

 資金被貸付者」という。）は、次の各号の

 いずれかに該当するときは、貸付けを受け

 た看護師等修学資金を市長が指定する期日

 までに一括して返還しなければならない。 

 (1)～(3) 【略】 

(4) 看護師等養成施設を卒業した後直ちに 

免許を取得し、その後直ちに指定医療機関

等において看護師等の業務に従事しなか

ったとき。 

(5)【略】 

3・4 【略】 

にあっては歯科医業を除く場所）（以下「指

定医療機関」という。）において看護師等

の業務に従事しようとするものとする。 

 

（返還） 

第11条 【略】 

2 看護師等修学資金の貸付を受けている者

（以下「看護師等修学資金修学生」という。）

 又は貸付を受けた者（以下「看護師等修学

 資金被貸付者」という。）は、次の各号の

 いずれかに該当するときは、貸付けを受け

 た看護師等修学資金を市長が指定する期日

 までに一括して返還しなければならない。 

 (1)～(3) 【略】 

 (4) 看護師等養成施設を卒業した後直ちに 

免許を取得し、その後直ちに指定医療機関

において看護師等の業務に従事しなかっ

たとき。 

 (5)【略】 

3・4 【略】 

（返済債務の履行猶予） 

第12条 【略】 

2 市長は、看護師等修学資金被貸付者が看護

師等養成施設を卒業した後直ちに免許を取

得し、かつ、次の各号のいずれかに該当する

ときは、該当各号に定める期間を限度として

返還の債務の履行を猶予することができる。 

免許取得後直ちに指定医療機等において

看護師等の業務に従事し、その後引き続き

指定医療機関又は介護事業所において当

該業務に従事しているとき 当該業務に

従事している期間 

（2）～（4）【略】 

３ 【略】 

（返済債務の履行猶予） 

第12条 【略】 

2 市長は、看護師等修学資金被貸付者が看護

師等養成施設を卒業した後直ちに免許を取

得し、かつ、次の各号のいずれかに該当する

ときは、該当各号に定める期間を限度として

返還の債務の履行を猶予することができる。 

（1） 免許取得後直ちに指定医療機関におい 

て看護師等の業務に従事し、その後引き続

き指定医療機関又は介護事業所において

当該業務に従事しているとき 当該業務

に従事している期間 

（2）～（4）【略】 

３ 【略】 

（返還債務の当然免除） 

第13条 【略】 

2 市長は、看護師等修学資金被貸付者が次の

各号のいずれかに該当するときは、看護師等

（返還債務の当然免除） 

第13条 【略】 

2 市長は、看護師等修学資金被貸付者が次の

各号のいずれかに該当するときは、看護師等
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修学資金の返還の債務を全部免除するもの

とする。 

（1） 看護師等養成施設を卒業した後直ちに 

看護師等の免許を取得し、その後直ちに指

定医療機関等において貸付けを受けた期

間に相当する期間、看護師等の業務に従事

したとき。 

（2） 看護師等養成施設を卒業した後直ちに 

看護師等の免許を取得し、その後直ちに指

定医療機関等において看護師等の業務に

従事し、その後引き続き指定医療機関等に

おいて当該業務に従事中、業務上の理由に

より死亡し、又は業務に起因する心身の故

障のため業務を継続することができなく

なったとき。 

3 【略】 

（返還債務の裁量免除） 

第14条 【略】 

2 市長は、看護師等修学資金修学生又は看護

師等修学資金被貸付者が次の各号のいずれ

かに該当するときは、返還の債務の全部又は

一部を免除することができる。 

（1） 看護師等養成施設を卒業した後直ちに 

免許を取得し、その後直ちに指定医療機関

等において、相当期間看護師等の業務に従

事したとき。 

（2）【略】 

3 【略】 

修学資金の返還の債務を全部免除するもの

とする。 

（1）看護師等養成施設を卒業した後直ちに看 

護師等の免許を取得し、その後直ちに指定 

医療機関において貸付けを受けた期間に 

相当する期間、看護師等の業務に従事した 

とき。 

（2） 看護師等養成施設を卒業した後直ちに 

看護師等の免許を取得し、その後直ちに指

定医療機関において看護師等の業務に従

事し、その後引き続き指定医療機関におい

て当該業務に従事中、業務上の理由により

死亡し、又は業務に起因する心身の故障の

ため業務を継続することができなくなっ

たとき。 

3 【略】 

（返還債務の裁量免除） 

第14条 【略】 

2 市長は、看護師等修学資金修学生又は看護

師等修学資金被貸付者が次の各号のいずれ

かに該当するときは、返還の債務の全部又は

一部を免除することができる。 

（1）看護師等養成施設を卒業した後直ちに免 

許を取得し、その後直ちに指定医療機関に 

おいて、相当期間看護師等の業務に従事し 

たとき。 

（2）【略】 

3 【略】 

    

附 則（令和２年条例第○号） 

（施行期日） 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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○南相馬市みらい育成修学資金条例（現行条例） 

平成３０年９月２８日 

条例第３６号 

目次 

第１章 総則（第１条及び第２条） 

第２章 修学資金の貸付け等（第３条―第１４条） 

第３章 修学資金の給付等（第１５条―第２３条） 

第４章 雑則（第２４条―第２６条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、本市のみらいを担う者に対し、その者の修学に必要な資金を予算の範

囲内で貸し付け、又は給付することにより、その者の育成を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 大学 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する大学（次号の短期大

学を除く。）をいう。 

(2) 短期大学 学校教育法第１０８条に規定する短期大学をいう。 

(3) 高等学校 学校教育法第１条に規定する高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）

をいう。 

(4) 高等専門学校 学校教育法第１条に規定する高等専門学校をいう。 

(5) 専修学校 学校教育法第１２４条に基づき設置された機械又は装置の修理、保守又は

操作、製造、加工、建設、医療、福祉、栄養の指導、保育、語学、情報処理、経理その

他これらに類する職業に必要な技術の教授を目的とする修業年限２年以上の専修学校

の高等課程、専門課程及び一般課程をいう。 

(6) 看護師等 保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３号。以下「保健師等法」

という。）第２条、同法第３条、同法第５条及び同法第６条に規定する保健師、助産師、

看護師、准看護師及び市長が別に定める医療関係者をいう。 

(7) 看護師等養成施設 看護師等を養成する学校又は養成所であって、次のいずれかに該

当する施設をいう。 

ア 保健師等法第１９条第１号、同法第２０条第１号、同法第２１条第２号若しくは同

法第２２条第１号に規定する文部科学大臣の指定した学校又は同法第２２条第１号

に規定する文部科学大臣の指定した大学 

イ 保健師等法第１９条第２号、同法第２０条第２号又は同法第２１条第３号に規定す

る都道府県知事の指定した保健師養成所、助産師養成所又は看護師養成所 

ウ 保健師等法第２２条第２号に規定する都道府県知事の指定した准看護師養成所 

エ 医療関係者を養成する学校又は養成所 

(8) 病院 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５に規定する病院 

資料１－４ 
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(9) 診療所 医療法第１条の５第２項に規定する診療所 

(10) 保育士等 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１８条の４に規定する保育

士及び教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）第２条第１項に規定する幼稚園の

主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭又は講師をいう。 

(11) 保育士等養成施設等 児童福祉法第１８条の６第１号に規定する指定保育士養成施

設並びに幼稚園教諭を養成する大学、短期大学及び専修学校をいう。ただし、通信制に

よるものを除く。 

(12) 私立保育園等 次のいずれかに該当する施設のうち私立の施設をいう。 

ア 児童福祉法第３５条第４項の規定に基づき、県知事の認可を得ている認可保育所 

イ 学校教育法第１条に規定する幼稚園 

ウ 児童福祉法第６条の３第１０項に規定する小規模保育事業を実施する施設 

エ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１

８年法律第７７号）第２条第６項に規定する認定こども園 

第２章 修学資金の貸付け等 

（修学資金の貸付けの種類及び貸付額） 

第３条 修学資金の貸付けの種類は、次の各号に掲げるものとし、当該各号の貸付額は、別

表第１に定める額とする。 

(1) 育英資金 

(2) 看護師等修学資金 

(3) 保育士等修学資金 

２ 前項の修学資金の貸付金は、無利息とする。 

（育英資金の対象者） 

第４条 前条第１項第１号に規定する育英資金の貸付けを受けることができる者は、次に掲

げる全ての要件を満たすものとする。 

(1) 大学、短期大学、高等専門学校、専修学校又は高等学校に在学し、品行が正しく、学

術に優れている者 

(2) 大学、短期大学、高等専門学校、専修学校若しくは高等学校に入学するまで又は入学

の目的をもって住所を移転するまで市内に引き続き１年以上住所を有していた者 

(3) 経済的理由により修学が困難と認められる者 

(4) 国、県又は他の団体から同種類の育英資金の貸付け又は給付を受けていない者 

(5) この条例による看護師等修学資金又は保育士等修学資金の貸付けを受けていない者 

（看護師等修学資金の対象者） 

第５条 第３条第１項第２号に規定する看護師等修学資金の貸付けを受けることができる者

は、看護師等養成施設に在学又は在所している者であって、将来市内の病院又は診療所（保

健師、助産師、看護師及び准看護師にあっては歯科医業を除く場所）（以下「指定医療機

関」という。）において看護師等の業務に従事しようとするものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、福島県保健師等修学資金の貸付けを受けている者は、この条

例による看護師等修学資金の貸付けを受けることができない。 
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（保育士等修学資金の対象者） 

第６条 第３条第１項第３号に規定する保育士等修学資金の貸付けを受けることができる者

は、保育士等養成施設等に在学している者であって、将来市内の私立保育園等において保

育士等の業務に従事しようとするものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、福島県保育士修学資金の貸付けを受けている者は、この条例

による保育士等修学資金の貸付けを受けることができない。 

（修学資金の貸付期間） 

第７条 修学資金の貸付期間は、第９条に規定する契約に定める期間とする。 

（修学資金の貸付けの申請及び決定） 

第８条 修学資金の貸付けを受けようとする者は、規則で定めるところにより、連帯保証人

を立て、市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、南相馬市みらい育成修学資金審査会（以

下「審査会」という。）に諮ってこれを決定し、本人に通知するものとする。 

３ 審査会の組織及び運営については、市長が別に定める。 

（契約の締結） 

第９条 修学資金の貸付けの決定の通知を受けた者は、当該貸付けにつき市長と契約を締結

しなければならない。 

（修学資金の貸付けの解除及び休止） 

第１０条 市長は、修学資金の貸付けを受けている者（以下「修学生」という。）が次の各

号のいずれかに該当すると認めるときは、貸付けに係る契約を解除するものとする。 

(1) 死亡したとき。 

(2) 休学又は転学の理由が適当でないとき。 

(3) 大学、短期大学、高等専門学校、専修学校、看護師等養成施設、保育士等養成施設等

又は高等学校を退学したとき。 

(4) 修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。 

(5) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。 

(6) 学業成績が著しく不良になったと認められるとき。 

(7) 偽りその他不正な手段により修学資金の貸付けを受けたとき。 

(8) その他修学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。 

(9) 前各号に掲げるもののほか、修学生として適当でないとき。 

２ 市長は、修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を

受けた日の属する月の翌月の分から復学した日の属する月の分まで、修学資金の貸付けを

行わないものとする。 

（返還） 

第１１条 育英資金の貸付けを受けている者（以下「育英資金修学生」という。）は、次の

各号のいずれかに該当するときは、該当の日の属する月の６箇月後から、貸付けを受けた

月数の３倍の期間（ただし、この期間が１５年以上の場合は、１５年とする。）において

育英資金の総額を毎月の末日までに月賦返還しなければならない。ただし、本人の申出に
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より返還期間を短縮し、又は月賦額を増額して返還することができる。 

(1) 大学、短期大学、高等専門学校、専修学校又は高等学校を卒業したとき。 

(2) 前条第１項の規定による貸付けに係る契約が解除されたとき。 

２ 看護師等修学資金の貸付けを受けている者（以下「看護師等修学資金修学生」という。）

又は貸付けを受けた者（以下「看護師等修学資金被貸付者」という。）は、次の各号のい

ずれかに該当するときは、貸付けを受けた看護師等修学資金を市長が指定する期日までに

一括して返還しなければならない。 

(1) 看護師等修学資金の貸付期間が終了したとき。 

(2) 前条第１項の規定による貸付けに係る契約が解除されたとき。 

(3) 看護師等養成施設を卒業した後直ちに免許を取得しなかったとき。 

(4) 看護師等養成施設を卒業した後直ちに免許を取得し、その後直ちに指定医療機関にお

いて看護師等の業務に従事しなかったとき。 

(5) 第１３条第２項の規定による返還債務の当然免除又は第１４条第２項の規定による

返還債務の裁量免除を受けることができないとき。 

３ 保育士等修学資金の貸付けを受けている者（以下「保育士等修学資金修学生」という。）

又は貸付けを受けた者（以下「保育士等修学資金被貸付者」という。）は、次の各号のい

ずれかに該当するときは、貸付けを受けた保育士等修学資金を市長が指定する期日までに

一括して返還しなければならない。 

(1) 保育士等修学資金の貸付期間が終了したとき。 

(2) 前条第１項の規定による貸付けに係る契約が解除されたとき。 

(3) 保育士等養成施設等を卒業した後直ちに市内の私立保育園等に従事しなかったとき。 

(4) 第１３条第３項の規定による返還債務の当然免除又は第１４条第３項の規定による

返還債務の裁量免除を受けることができないことが確定したとき。 

４ 前２項の規定にかかわらず、市長は、特別の事情があると認めるときは、別に期間を定

めて、又は分割して修学資金を返還させることができる。 

（返済債務の履行猶予） 

第１２条 市長は、育英資金の貸付けを受けた者（以下「育英資金被貸付者」という。）が

大学、短期大学、高等専門学校、専修学校又は高等学校を卒業した後、次の各号のいずれ

かに該当するときは、当該各号に定める期間を限度として返還の債務の履行を猶予するこ

とができる。 

(1) 大学、短期大学、高等専門学校、専修学校又は高等学校を卒業後、直ちに上級学校に

進学したとき 当該上級学校に在学している期間 

(2) 災害、疾病その他やむを得ない理由により返還が著しく困難と認められるとき 当該

理由が継続する期間 

２ 市長は、看護師等修学資金被貸付者が看護師等養成施設を卒業した後直ちに免許を取得

し、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間を限度として返

還の債務の履行を猶予することができる。 

(1) 免許取得後直ちに指定医療機関において看護師等の業務に従事し、その後引き続き指
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定医療機関において当該業務に従事しているとき 当該業務に従事している期間 

(2) 看護師等養成施設を卒業した後引き続き他の看護師等養成施設に入学し、又は入所し

たとき 当該他の看護師等養成施設に在学し、又は在所している期間 

(3) 災害、疾病その他やむを得ない理由により返還が著しく困難と認められるとき 当該

理由が継続する期間 

(4) 第１０条第１項の規定により貸付けに係る契約の解除がされた後も引き続き当該看

護師等養成施設に在学し、又は在所しているとき 当該看護師等養成施設に在学し、又

は在所している期間 

３ 市長は、保育士等修学資金被貸付者が保育士等養成施設等を卒業した後直ちに市内の私

立保育園等において保育士等の業務に従事した後、次の各号のいずれかに該当するときは、

当該各号に定める期間を限度として返還の債務の履行を猶予することができる。 

(1) 市内の私立保育園等において保育士等の業務に従事しているとき 当該業務に従事

している期間 

(2) 災害、疾病その他やむを得ない理由により返還が著しく困難と認められるとき 当該

理由が継続する期間 

(3) 第１０条第１項の規定により貸付けに係る契約の解除がされた後も引き続き当該保

育士等養成施設等に在学しているとき 当該保育士等養成施設等に在学している期間 

（返還債務の当然免除） 

第１３条 市長は、育英資金被貸付者が、次に掲げる全ての要件に該当するときは、規則で

定める手続により、育英資金の返還の債務の一部を免除することができる。 

(1) 大学、短期大学、高等専門学校、専修学校又は高等学校を卒業した日の属する月の翌

月の初日から育英資金の返還が完了する日までの間に、育英資金の貸付けを受けた期間

と同期間継続して市内に住所を有していること。 

(2) 前号に規定する市内に住所を有している間、就業していること。 

(3) 育英資金の返還を滞納していないこと。 

(4) 市税を滞納していないこと。 

(5) この条例による修学資金の給付を受けていないこと。 

２ 市長は、看護師等修学資金被貸付者が次の各号のいずれかに該当するときは、看護師等

修学資金の返還の債務を全部免除するものとする。 

(1) 看護師等養成施設を卒業した後直ちに看護師等の免許を取得し、その後直ちに指定医

療機関において、貸付けを受けた期間に相当する期間、看護師等の業務に従事したとき。 

(2) 看護師等養成施設を卒業した後直ちに看護師等の免許を取得し、その後直ちに指定医

療機関において看護師等の業務に従事し、その後引き続き指定医療機関において当該業

務に従事中、業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を

継続することができなくなったとき。 

３ 市長は、保育士等修学資金被貸付者が次の各号のいずれかに該当するときは、保育士等

修学資金の返還の債務を全部免除するものとする。 

(1) 保育士等養成施設等を卒業した後直ちに市内の私立保育園等において、貸付けを受け
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た期間に相当する期間、保育士等の業務に従事したとき。ただし、授業料相当の資金以

外の修学資金の貸付けに係る保育士等の業務従事期間は、２年とする。 

(2) 保育士等養成施設等を卒業した後直ちに市内の私立保育園等において保育士等の業

務に従事し、その後引き続き私立保育園等において当該業務に従事中、業務上の理由に

より死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなっ

たとき。 

（返還債務の裁量免除） 

第１４条 市長は、育英資金修学生又は育英資金被貸付者が死亡したときは、連帯保証人又

は遺族からの願い出により、返還の債務の全部又は一部を免除することができる。 

２ 市長は、看護師等修学資金修学生又は看護師等修学資金被貸付者が次の各号のいずれか

に該当するときは、返還の債務の全部又は一部を免除することができる。 

(1) 看護師等養成施設を卒業した後直ちに免許を取得し、その後直ちに指定医療機関にお

いて、相当期間看護師等の業務に従事したとき。 

(2) 死亡、災害、疾病その他やむを得ない理由により、第１０条第１項に規定する貸付け

に係る契約の解除となったとき、又は前条第２項第１号の要件を満たすことができなく

なったとき。 

３ 市長は、保育士等修学資金修学生又は保育士等修学資金被貸付者が次の各号のいずれか

に該当するときは、返還の債務の全部又は一部を免除することができる。 

(1) 保育士等養成施設等を卒業した後直ちに市内の私立保育園等において、相当期間保育

士等の業務に従事したとき。 

(2) 死亡、災害、疾病その他やむを得ない理由により、第１０条第１項に規定する貸付け

に係る契約の解除となったとき、又は前条第３項第１号の要件を満たすことができなく

なったとき。 

第３章 修学資金の給付等 

（修学資金の給付の対象者） 

第１５条 修学資金の給付を受けることができる者は、大学に在学する者のうち、次に掲げ

る全ての要件を満たすものとする。 

(1) 大学に入学するまで又は入学の目的をもって住所を移転するまで市内に引き続き１

年以上住所を有していた者 

(2) 経済的理由により修学が困難と認められる者 

(3) 品行方正で、学習意欲が高く、学業成績が優秀である者 

(4) 世帯に市税等の滞納がない者（分割納付誓約をしている者を除く。） 

(5) 国、県又は他の団体から同種類の修学資金の貸付け又は給付を受けていない者 

(6) この条例による看護師等修学資金又は保育士等修学資金の貸付けを受けていない者 

（修学資金の給付額） 

第１６条 修学資金の給付額は、別表第２に定める額とする。 

（修学資金の給付期間） 

第１７条 修学資金の給付期間は、修学資金の給付を開始した日の属する月から修学資金の
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給付を受給する者の正規の修業期間が終了する日の属する月までとする。 

（給付の申請及び決定） 

第１８条 修学資金の給付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請

しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、審査会に諮ってこれを決定し、本人に

通知するものとする。 

（給付の継続） 

第１９条 前条第２項の規定による決定の通知を受けた者で、修学資金の給付の継続を希望

する者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。 

２ 前条第２項の規定は、修学資金の給付の継続について準用する。この場合において、「申

請」とあるのは「継続申請」と読み替えるものとする。 

（給付の休止） 

第２０条 第１０条第２項の規定は、修学資金の給付の休止について準用する。この場合に

おいて、「修学生」とあるのは「修学資金の給付を受けている者」と、「修学資金の貸付

け」とあるのは「修学資金の給付」と読み替えるものとする。 

（給付の打ち切り） 

第２１条 市長は、修学資金の給付を受けている者（以下「修学資金給付受給者」という。）

が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、修学資金の給付を打ち切り、給付を受

けた修学資金を市長が指定する期日まで一括して返還しなければならない。ただし、市長

が特に必要と認めるときは、審査会に諮り、打ち切りの可否を判断することができる。 

(1) 死亡又は退学したとき。 

(2) 傷病等のために成業の見込みがないとき。 

(3) 学業成績又は操行が不良となったとき。 

(4) 修学資金の給付を必要としない理由が生じたとき。 

(5) 休学又は転学の理由が適当でないとき。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、修学資金給付受給者として適当でないとき。 

２ 市長は、前項の規定による修学資金の給付の打ち切りを決定したときは、規則で定める

手続により修学資金給付受給者に通知するものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、市長は、特別の事情があると認めるときは、別に期間を定

めて、又は分割して修学資金を返還させることができる。 

（修学資金給付の返還免除） 

第２２条 市長は、修学資金給付受給者が死亡、疾病等のために修学資金の給付の打ち切り

となったときは、遺族又は本人からの願い出により、給付した修学資金の全部又は一部の

返還を免除することができる。 

（異動の届出） 

第２３条 修学資金給付受給者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、規則で定める書

類を添えて、市長に届け出なければならない。 

(1) 氏名又は住所を変更したとき。 
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(2) 休学、復学、転学若しくは退学をし、又は停学の処分を受けたとき。 

第４章 雑則 

（書類の提出） 

第２４条 市長は、修学資金の貸付け又は給付の目的を達成するため必要があると認めると

きは、規則で定めるところにより、育英資金修学生、育英資金被貸付者、看護師等修学資

金修学生、看護師等修学資金被貸付者、保育士等修学資金修学生及び保育士等修学資金被

貸付者並びに修学資金給付受給者に対し、必要な書類の提出を求めることができる。 

（延滞利息） 

第２５条 市長は、育英資金修学生、育英資金被貸付者、看護師等修学資金修学生、看護師

等修学資金被貸付者、保育士等修学資金修学生及び保育士等修学資金被貸付者並びに修学

資金給付受給者が正当な理由がなくて修学資金を返還すべき日までに返還しなかったとき

は、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき

年１４．６パーセントの割合で計算した延滞利息を徴収するものとする。 

２ 前項に規定する延滞利息の額の計算についての年当たりの割合は、閏（うるう）年の日

を含む期間についても、３６５日当たりの割合とする。 

３ 前項の規定により計算した延滞利息の額が１００円未満であるときは、延滞利息を徴収

しないものとし、その額に１００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるもの

とする。 

（委任） 

第２６条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、第３条第１項第３号に規定す

る保育士等修学資金のうち就職準備の資金の貸付けに関する規定、附則第３項、附則第９

項及び附則第１０項の規定は、公布の日から施行する。 

（準備行為） 

２ 修学資金の貸付けに係る募集その他貸付けのために必要な準備行為は、この条例の施行

前においても、この条例の例により行うことができる。 

（平成３０年度の保育士等修学資金就職準備資金の対象者） 

３ 第６条第１項の規定にかかわらず、平成３０年度に係る保育士等修学資金の就職準備の

資金の貸付けの対象者は、この条例の施行の日以後に就職が決定した者とする。 

（検討） 

４ 市長は、平成３４年度までに、社会の情勢等を勘案し、本条例の内容について検討を加

え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

（南相馬市看護師等修学資金貸与条例及び南相馬市育英資金貸付条例の廃止） 

５ 南相馬市看護師等修学資金貸与条例（平成２５年南相馬市条例第９号）及び南相馬市育

英資金貸付条例（平成１８年南相馬市条例第１８７号）は、廃止する。 
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（経過措置） 

６ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、この条例による廃止前

の南相馬市看護師等修学資金貸与条例及び廃止前の南相馬市育英資金貸付条例（以下これ

らを「旧条例」という。）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこ

の条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

７ この条例の施行の際現に旧条例の規定によって決定された償還方法は、なお従前の例に

よる。 

８ 廃止前の南相馬市育英資金貸付条例の規定に基づき、育英資金被貸付者のうち、この条

例の施行日以後に育英資金の返還を開始する者（施行日前に育成資金の返還が猶予された

ことにより施行日以後に育英資金の返還を開始する者を除く。）は、第１３条第１項の規

定の適用を受けることができる。 

（南相馬市附属機関設置条例の一部改正） 

９ 南相馬市附属機関設置条例（平成１８年南相馬市条例第１５号）の一部を次のように改

正する。 

〔次のよう〕略 

（南相馬市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正） 

１０ 南相馬市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年南相馬市

条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

１１ 南相馬市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を次のように改

正する。 

〔次のよう〕略 

別表第１（第３条関係） 

１ 育英資金 

区分 貸付額 

大学（医師及び獣医師） 月額６０，０００円

大学又は短期大学 月額４８，０００円

高等専門学校又は専修学校 月額３５，０００円

高等学校 月額１８，０００円

２ 看護師等修学資金 

区分 貸付額 

第２条第７号アの学校若しくは大学に在学、同

条同号イの養成所に在所又は同条同号エの学

校に在学若しくは養成所に在所している者の

授業料相当の資金 

月額４５，０００円以内

第２条第７号ウの養成所に在所している者の

授業料相当の資金 

月額３４，０００円以内

看護師等養成施設に在学又は在所している者 月額５５，０００円以内
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で、別に定める生活費相当の資金 

入学資金 ４００，０００円以内

３ 保育士等修学資金 

区分 貸付額 

授業料相当の資金 月額５０，０００円以内

入学資金 ４００，０００円以内

就職準備の資金 ４００，０００円以内

別表第２（第１６条関係） 

区分 給付額 

大学 月額４０，０００円
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